
旧法人名 認可法人 通信・放送機構 政府出資額 

 

４６１，０５６，０８１，４８５円 

 

新法人名 

（業務承継法人名）

独立行政法人 情報通信研究機構 

（(独)通信総合研究所は、平成16年4月1日に認可法人通信・放

送機構の業務を承継し、(独)情報通信研究機構に改称した。右

は、認可法人通信・放送機構から承継された業務に係る政府出

資額のみを記載） 

政府出資額 ８０，６５１，０９２，７７４円 

組織変更年月日

（業務承継年月日）
平成１６年４月１日 増 減 額 △ ３８０，４０４，９８８，７１１円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人情報通信研究機構法（平成１１年法律第162号）（抄） 

附則 

（通信・放送機構の解散等） 

第三条 通信・放送機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時

において研究機構が承継する。 

２～４ 略 

５ 第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研

究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に、独立行政法人情報通信研究

機構法（平成１１年法律第１６２号。以下「研究機構法」という。）第十五条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資され

たものとする。 

６～１１ 略 

１２ 第五項及び前項の規定における資産の価額は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）現在における時価を基準として評価委員が評価し

た価額とする。 

１３～１９ 略 

政府出資額が増

減した理由 

・ 国への資産承継による減（△７５億円） 

・ 研究開発費の使用分を欠損金として扱ったものを整理したことによる減（約△３，７２４億円） 

・ 政府出資金（基金）の国庫納付による減（約△５億円） 

 備  考 




